
令和　　年　　月　　日

総価契約 指名競争入札

伊万里市　脇田町　　　地内

から まで 日間

上下水道部　下水道施設課　下水道工務係　　

円）

円）

伊万里市南波多町井手野2959-5
　　

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

上下水道部入札資格指名審査委員会の決定による

円（うち取引にかかる消費税

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

入 札 結 果 及 び 契 約 締 結 伺

3

2

履 行 場 所

辞退

令 和 6 年 8 月 27 日

有限会社 ミナミ水工　代表取締役　池田　悟

13

株式会社 山儀建設

株式会社 下建設 伊万里支店

吉永建設 株式会社

株式会社 シンセイ

辞退

辞退

株式会社　勝栄機工

川原建設 株式会社1

川井産業 株式会社

株式会社 古賀建設

＊＊＊

第151号　令和6年度　公共下水道事業　公共桝設置（その10）工事

7

11

10

金崎建設 株式会社

土木 公共桝設置　N=1箇所　取付管延長　L=5.05m

辞退

指 名 競 争 入 札 に お い て
上 記 業 者 を 指 名 し た 理 由

種 別 及 び 概 要

14 堤電気 株式会社 辞退

辞退

16

係

＊＊＊＊＊＊

係　長

工事等所管課

12

有限会社 日設15

4

株式会社 吉光建設

辞退

株式会社 相生

9

8

390,000円

辞退福原建設 株式会社

株式会社 岩野設備

有限会社 古村組

＊＊＊ ＊＊＊

契 約 区 分

＊＊＊ ＊＊＊

記

＊＊＊

件 名

＊＊＊＊＊

5

辞退

63

辞退

担 当 課 （ 監 督 員 ）

業 者 名

6

契 約 金 額 401,500

11時30分

令 和 6 年 10 月 31 日

入　　札　　（　　見　　積　　）　　結　　果

最 低 制 限 価 格

入 札 日 時 ・ 場 所

設定なし

390,000円（入札書比較価格

36,500

受 注 業 者
( 契 約 の 相 手 方 )

429,000

契 約 日

令 和 6 年 8 月 30 日

令 和 6 年 8 月 30 日

予 定 価 格

履 行 期 間

上下水道部会議室

契 約 方 法

副部長

令 和 6 年 8 月 27 日

起 案 者 氏 名

起 案 日

管理課

課　長

決 裁 日

係副課長副課長

＊＊＊

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

＊＊＊

課長(所長） 係長

（管理者）

市長
部長

＊＊＊



＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

総価契約 指名競争入札

伊万里市　脇田町　　　地内

から まで 日間

上下水道部会議室

上下水道部　下水道施設課　下水道工務係　　

円）

円）

　　

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

上下水道部入札資格指名審査委員会の決定による

入 札 結 果 及 び 契 約 締 結 伺

管理者 副部長 管理課長
工 事 等 所 管 課 管 理 課

課長(所長） 副課長 係　長 係 課　長 副課長(係長） 係

＊＊＊

入札（見積合せ）結果について、下記のとおり報告します。

記

＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊

起 案 日 令 和 6 年 8 月 27 日 決 裁 日

履 行 場 所

契 約 日 令 和 6 年 8 月 30 日

履 行 期 間 令 和 6 年 8 月 30 日

起 案 者 氏 名

件 名 第151号　令和6年度　公共下水道事業　公共桝設置（その10）工事

契 約 区 分 契 約 方 法

担 当 課 （ 監 督 員 ）

契 約 金 額 ＊＊＊＊＊ 円（うち取引にかかる消費税

令 和 6 年 10 月 31 日 63

入 札 日 時 ・ 場 所 令 和 6 年 8 月 27 日 11時30分

最 低 制 限 価 格 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊

予 定 価 格 ＊＊＊＊＊ 円（入札書比較価格 ＊＊＊＊＊

受 注 業 者
( 契 約 の 相 手 方 )

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

入　　札　　（　　見　　積　　）　　結　　果

業 者 名

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

18 有限会社 ミナミ水工 365,000円 落札

17 株式会社 翼コンサルタント 辞退

20 株式会社 前田𠮷彦商店 辞退

19 有限会社 せいら設備 辞退

22 有限会社 山口住設 387,000円

21 株式会社　ワイズプランSP 辞退

種 別 及 び 概 要 土木 公共桝設置　N=1箇所　取付管延長　L=5.05m

指 名 競 争 入 札 に お い て
上 記 業 者 を 指 名 し た 理 由


